
和歌山駅西口地下通路機械設備等管理業務 仕様書   

 

業務名  和歌山駅西口地下通路機械設備等管理業務 

履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

本仕様書は、和歌山市（以下「甲」という。）が委託する「和歌山駅西口地下通路機械設備等管理

業務」の仕様を定めるものであり、受託者（以下「乙」という。）は、労働基準法その他関係法令を

遵守し、本仕様書に基づき業務を履行するものとする。 

 

１ 一般的事項 

（１）業務体制 

乙は、業務に必要な知識を有する職員１名を毎日、午前４時３０分から午前１時（翌日２ 

５時）まで配置すること。 

（２）法令の遵守 

乙は、警備業法及び警備業法関係法令を遵守すること。 

（３）職員の選任条件 

  （ア）業務を適正に行うための教育訓練を受け、臨機応変に対応できる心身ともに健康な者 

を配置すること。 

  （イ）仮眠待機を含む連続２４時間を越える勤務を行わない（引継ぎ時間は除く）。 

（４）責任者の選任 

乙は、責任者を選任し、以下の業務を遂行させること。 

（ア）職員の指揮監督及び業務処理 

（イ）甲との業務調整 

（ウ）その他、本業務に必要な事項 

（５）制服、名札 

    乙は、職員に制服、名札を着用させること。 

（６）業務に必要な資材及び機器 

    乙は、業務を実施するための必要な資材及び機器を自ら負担するものとする。 

（７）その他 

   （ア）本仕様書に記載のない軽微な業務については、乙が業務遂行の範囲内で判断し、甲へ報

告の上で実施することができる。 

（イ）甲は、乙の職員が委託業務に従事する者として不適格と判断した場合、乙と協議の上、

適切な措置を講じることができる。 

（ウ）乙の職員は、業務遂行に必要な場合に限り定位置を離れることができるが、業務遂行に



支障をきたさないよう努めること。 

（エ）使用する甲の機器等については、丁寧に取り扱い、適切に保守すること。 

（オ）乙は、職員の教育指導、風紀、安全衛生及び服務規律を維持し、業務実施に関する全

ての責任を負うこと。 

（カ）甲は、本契約に基づく業務の進捗状況や成果物について確認を行い、必要に応じて 

フィードバックを乙に伝えることができる。ただし、業務遂行方法については乙の判断に

委ねるものとする。 

（キ）仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、甲乙双方協議の上で決定すること。 

２ 管理委託業務 

（１）防災センター等の管理業務 

    和歌山駅西口地下通路内の防災センター、電気室、自家発電室及び機械室を適切に管理す

ること。 

（２）地下施設出入り口の門扉開閉業務 

   （ア）門扉開放時間・・・午前４時３０分 

（イ）門扉閉鎖時間・・・午前１時（翌日２５時） 

（３）巡回業務 

   （ア）地下広場及び地上駅前広場での不法行為の監視及び不審者発見時の適切な処置を行い、

必要に応じて甲に連絡すること。 

（イ）巡回は概ね次の時間に行うものとする。 

     ・６時００分～ ６時３０分 

・９時００分～ ９時３０分 

・１２時００分～１２時３０分 

・１４時００分～１４時３０分 

・１６時００分～１６時３０分 

・１８時００分～１８時３０分 

・２０時００分～２０時３０分 

・２２時００分～２２時３０分 

（４）イベント対応業務 

   （ア）イベント開催時には、必要に応じ、ステージバックヤードの出入り口ドアの解錠及び

施錠、機材の基本的な使用方法の説明を行うこと。なお、イベントの開催日時について

は、甲が提供するものとする。 

（イ）事前の下見の際も同様の対応を行うこと。 

（５）空調の管理業務 

   乙は和歌山駅西口地下広場の空調設備を管理し、以下の業務を行う。 

   （ア）冷房（天候や利用状況に応じて調整可） 



      a 使用期間・・・５月１日から９月３０日まで 

      b 設定温度・・・利用者の快適性に配慮し、２８℃を目安とする。 

      c 作動時間・・・利用者の状況及び時間帯に応じて適切に運転する。 

   （イ）暖房（天候や利用状況に応じて調整可） 

      a 使用期間・・・１１月１日から３月３１日まで 

      b 設定温度・・・利用者の快適性に配慮し、２０℃を目安とする。 

      c 作動時間・・・利用者の状況及び時間帯に応じて適切に運転する。 

   （ウ）操作と点検 

      a 設備の起動、停止、設定温度の調整を含む操作業務を行う。 

      b 操作に伴う異常が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに必要な措置を 

       講じる。 

   （エ）省エネルギーへの配慮 

      不要な運転を避けるため、利用者数やわかちか広場の環境条件に応じて運転状況を適 

     宜調整する。 

 （６）費用負担に関する事項 

    本仕様書に基づく点検業務における消耗品の購入費用は、甲が負担するものとする。乙は 

これらの交換を行い、必要な場合には甲に消耗品の補充を依頼するものとする。 

（７）機器等の点検業務 

（ア）照明器具（電飾板含む。）管理業務 

     点灯しなくなった照明灯を発見した際は、新しいものと交換すること。 

（イ）空調機の点検業務 

     年１回の保守点検（絶縁抵抗、吸込み、吹出し温度、風量測定）を実施し、点検結果を

甲に報告すること。 

      月１回のフィルター清掃（交換含む。）を実施すること。 

      室外機の点検を月２回行い、点検結果を甲に報告すること。 

   （ウ）送風機の点検業務 

      年１回の保守点検、絶縁抵抗測定を実施し、点検結果を甲に報告すること。 

      月１回の異音点検を実施し、点検結果を甲に報告すること。 

   （エ）水中ポンプ、消火ポンプの点検業務 

      年１回の保守点検、絶縁抵抗測定を実施し、点検結果を甲に報告すること。 

      月１回の異音点検を実施し、点検結果を甲に報告すること。 

   （オ）散水制御盤及び雨センサーの点検業務 

      年１回の保守点検、雨センサーフェルト交換、雨センサーアルカリ乾電池交換を実施

し、点検結果を甲に報告すること。 

   （カ）排水管の点検 

月１回の点検を行い、点検結果を甲に報告すること。 

   （キ）時計の点検 

      時計の時刻を点検し、必要に応じて電池交換等のメンテナンスを行う。 



（８）水道メーターの検針業務 

    乙は、毎日和歌山駅西口地下広場の水道メーターを検針し、その結果を管理業務日誌に記

録するものとする。検針結果において、前回の記録と比較して著しい乖離が確認された場合

は、速やかに甲へ報告するものとする。 

（９）管理委託機器一覧 

   （ア）送風機、水中ポンプ及び消火ポンプ 

      SMU型ファン （7.5kw以下） １７台  SRM型ファン （7.5kw以下）    ５台 

      DV型水中ポンプ（7.5kw以下）  ４台  DS型水中ポンプ（7.5kw以下）   ６台 

      DSA型水中ポンプ（7.5kw以下）  1組  消火ポンプユニット（7.5kw以下）１台 

   （イ）空調機 

      氷蓄熱利用ビル用マルチ（室外機）２台  （室内機） ６台 

      ルームエアコン    （室外機）１台  （室内機） ２台 

      ビル用マルチ     （室外機）２台  （室内機） ７台 

      空冷パッケージエアコン（室外機）２台  （室内機） ２台 

   （ウ）散水制御盤 

      電池式散水制御盤 ２組 

３ 異常時の対応 

（１）機器や数値の異常発生時 

管理委託業務範囲内の機器及び数値に異常が生じた場合、速やかに甲に報告し、対応する

こと。 

（２）２４時間対応 

管理対象に異常事態が発生した場合は、２４時間対応できる体制を整えること。 

４ 鍵の預託 

 甲は、委託業務に必要な鍵を乙に預託し、乙は、預託された鍵を厳重に保管すること。 

５ 管理業務日誌の作成及び提出 

 乙は毎日業務日誌を作成し、毎週月曜日に前日までの７日分を甲に提出すること。 

６ 引継ぎ 

 （１）業務引継ぎ  

（ア）契約終了時、業務の引継ぎを次期契約者と協力し、業務に支障を来さないように 

円滑に引継ぎを行うものとする。 

（イ）引継ぎに必要な書類を作成し、契約期間内に甲に提出し、承認を得るものとする。 

 （２）引継完了報告書 

    引継完了後、乙及び次期契約者は記名押印した引継完了報告書を甲に提出し、承認を得 

ること。 

７ 疑義の質問について 

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を求めることが

できる。質問事項は文書で観光課長あて指定されたメールアドレスに提出すること。 

メールアドレス：kanko@city.wakayama.lg.jp 

mailto:kanko@city.wakayama.lg.jp


締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び日曜日並びに国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日になる場合はその前日とする。）

の１７時までとする。 

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市ホームページ

入札・契約情報画面において公開するものとする 



 

業務委託契約書 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）は、次のとおり委

託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 （委託業務） 

第１条 甲は和歌山駅西口地下通路機械設備等管理業務（以下「委託業務」という。）を乙

に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

 （契約期間） 

第２条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 （委託業務の履行方法） 

第３条 乙は、別紙仕様書の内容に従って委託業務を履行しなければならない。 

 （委託金） 

第４条 委託金の総額は    円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とし、各月の

額は、次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号に定める額とする。 

（１）令和８年４月から令和９年２月    円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

とする。 

（２）令和９年３月    円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等で承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （再委託等の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

委託業務の一部の履行について、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限

りでない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の履行状況について調査を行い、若

しくは乙に対して報告を求め、又は乙に対して委託業務の履行に関して必要な指示を与

えることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止す

ることができる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必要があるとき

は、甲乙協議して書面により定めるものとする。 

２ 甲は、前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。 

 （損害の負担） 

第９条 委託業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この

項において同じ。）は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由によ

り生じた損害は、甲が負担する。この場合において、甲が負担すべき額は、甲乙協議し

て定める。 



２ 甲は、委託業務の履行に関して発生した事故により乙の従事員が受けた損害について

は、一切の責任を負わないものとする。 

 （乙の履行不能） 

第１０条 乙は、その責めに帰すべき事由により委託業務を履行しないときは、その履行

不能分に相当する委託金の額を減額して、甲に委託金の請求をしなければならない。こ

の場合において、減額する額は、甲が定める。 

２ 前項の場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければな

らない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０の金額に相当する

額の違約金を請求することを妨げないものとする。 

（確認） 

第１１条 乙は、毎日、委託業務を履行したときは、遅滞なくその旨を甲が定める方式に

より甲に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

２ 乙は、前項の確認の結果、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正をし、補正後

その旨を甲に通知して甲の確認を求めなければならない。 

 （委託金の支払） 

第１２条 乙は、毎月、当該月に履行すべき委託業務について前条の規定による確認を受

けた後、甲に対して委託金の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を乙に支払わ

なければならない。 

３ 乙は、甲の責に帰すべき事由により前項の規定による委託金の支払が遅れたときは、

未受領金額につき、その遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅

延利息の支払を甲に請求することができる。 

 （甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに

該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）その責めに帰すべき事由により、契約期間中委託業務を継続して履行できる見込み

がないと明らかに認めるとき。 

（２）事由のいかんを問わず、契約に違反したとき。 

２ 前項の規定によって契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、

その損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０に相当する額の違

約金を請求することを妨げないものとする。 

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合、委託業務の既履行部分について

確認の上、その部分に相応する委託金を乙に支払わなければならない。 

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知して契約を解除する

ことができる。 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定によって契約を解除した場合に準

用する。 

 （暴力団等排除に係る解除） 



第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人

にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる

者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法

行為等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実

質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警

察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、

乙はその損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１６条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除すること

ができる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

(１) 公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。）第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、

当該措置命令が確定したとき。 

(２) 公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６

２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」

という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定によ

り取り消された場合を含む。）。 



（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が

乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われ

たときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）

行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があった

とされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間

を除く。）に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたもので

あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(５)乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為

について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占

禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれ

か多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事

由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

 （乙の解除権） 

第１７条 乙は、甲の債務不履行による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この契約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定によって委託業務の内容を変更したため、委託金額が３分の２

以上減少したとき。 

（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が６か月を超えたとき。 

２ 第８条第２項及び第１３条第４項の規定は、前項の規定により、この契約が解除され

た場合に準用する。 

 （賠償金等の徴収） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わ

ないときは、甲が乙に支払うべき委託金と相殺し、なお不足あるときは乙に追徴する。 

 （秘密の保持等） 

第１９条 乙は、委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、委託業務に従事する者が委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよ

う指導しなければならない。 

３ 乙は、乙又は乙の委託業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受けたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

４ 乙は、委託業務の履行する際において作成した記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、

又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではな



い。 

（個人情報取扱特記事項の遵守） 

第２０条 乙は、委託業務の履行に当たっては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなけ

ればならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の

名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることがで

きるものとする。 

 （補則） 

第２１条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて甲

乙協議して定める。 

この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保

有する。 

 

令和 年 月 日 

 

甲   和歌山市七番丁２３番地 

  和 歌 山 市 

  和歌山市長 尾花 正啓 

 

 

 

乙    

     

     

  



 
 

別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けたもの

（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その

他個人情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契約

に係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場

所（以下「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告

しなければならない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他

の事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限

定し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集し、複

製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録され

た資料等」という。）について、甲から求めがあったときは、記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が

利用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要な

こと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保

護に関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に提

供してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示

があった場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人情報が

記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書面による承諾

をあらかじめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  



 
 

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち

出してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、甲の承認を

得た上で、書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者に

その処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合

は、この限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者にこの特記事項の規

定を遵守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条

第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後

速やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。  

なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不可

能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報の

管理状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所への立入調査が

できるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければ

ならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備

え、甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。ま

た、事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、

同様とする。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が

発生した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に応じ、乙の名称、所

在地及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 
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